
 

賃貸管理業を始めようとしている方 

賃貸管理業の基礎を学びたい方におススメ！ 

主催  公益社団法人 全日本不動産協会 

全日石川「賃貸管理講習ＷＥＢ」 
あ一から学べる賃貸管理業  

「賃貸管理」は奥が深い！まずはがっちり基礎を固めましょう!! 

【日時・会場・定員】 

 日時 平成３０年１０月２３日（火曜日）13：30～16：40（受付 13：20～） 

 会場 石川県本部会議室 金沢市増泉１－１９－３４サンプラザノアビル３階 ℡076-280-6223 

 定員  20名限定！  

■受講資格・・・制限なし(どなたでも受講できます) ■受講料・・・無料 

 

 

≪講習内容≫ 

賃貸管理業を取り巻く 

法令改正等の動き 

 

立川・及川法律事務所 

弁護士   立川 正雄 講師 

 

 

*講習動画をプロジェクターで投影し、 

視聴していただく講習です 

 
*時間割・講義内容は変更する場合があります。 

第 1章 13:30~15:10   

賃貸管理業を行う上で特に知っておくべき法令部分 

暴力団排除条例等 / 原状回復をめぐるトラブルとガイ

ドライン（再改訂版） / 賃貸住宅標準契約書（改訂版） 

/ 敷引特約を有効とした最高裁判決 / 更新料特約を有効

とした最高裁判決 / 定期借家契約の事前説明書面に係

る最高裁判決 / 民法改正～嫡出でない子の相続分 

第 2章 15：20～15：50  

民法改正で大きく影響を受ける法令部分 

民法（債権法）改正の経緯等 / 主な改正点～連帯保証に

ついて / 主な改正点～修繕について 

第 3章 15：50～16：40  

賃貸管理業で知識として知っておくべき法令部分 

消防法の一部改正 / 犯罪による収益の移転防止に関す

る法律（犯罪収益移転防止法）の一部改正 / 消費者契約

法の一部改正 / 借地借家法の一部改正 / 高齢者の居住

の安定確保に関する法律（高齢者住まい法）の一部改正 / 

賃貸住宅管理業者登録制度 

 

ご参加申し込みありがとうございます。下記の項目にご記入の上、FAXしてください。 

商 号  

出席者  出席者  

 

   お申し込み先/FAX：０７６－２８０－６２２４  -６２２４ 6224６２２ 

お問い合わせ 公益社団法人 全日本不動産協会石川県本部    TEL：０７６－２８０－６２２３ 


